
学校施設の一時利用（タイムシェア）による放課後児童クラブの実施例
※厚生労働省 令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 「放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型実施における連携に関する調査研究報告書」及び各自治体の担当からの電話ヒアリング等をもとに、文部科学省作成

東京都目黒区

放課後の時間帯の特別教室を
放課後児童クラブとして一時利用

⚫ 放課後の時間帯の特別教室（家庭科室等）を活用
して、タイムシェア型の放課後児童クラブを開設。

⚫ 使用していない準備室などを活用して放課後児童クラ
ブの専用区画を確保し、事務室として利用。専用区画
が校舎内に確保できない場合には、校舎外に物置を建
てるなどして確保。

⚫ 放課後児童クラブで使用する備品等は、専用区画から
ワゴン等で運搬。
児童のランドセル置き場は可動式のロッカーを用意。

⚫ 学校、教育委員会、子育て支援部において、あらかじ
め学校施設を利用するにあたっての確認事項（利用
日程の確認方法や、利用のルール等）を協議し、確
認文書を作成。

東京都練馬区

放課後の活動で使用する範囲を明確に示すことで、
施設利用に関する小学校の理解を促進

⚫ 学校施設の活用にあたって責任体制の明確化を図るため、「ねりっこクラブ」（一体型の放課
後児童クラブ・放課後子ども教室）を実施するにあたり、教育委員会と各小学校長との間
で、学校施設の使用に関する協定を締結。

⚫ 協定書では、基本的合意事項として、「教育委員会は、小学校の学校教育に支障が生じ
ないよう配慮の上、事業を実施するものとする／小学校は、学校教育に支障がない限り、教
育委員会が実施する事業に協力するものとする」としたうえで、学校施設・設備の使用と使
用時間、管理責任、緊急時の対応、学校教育に支障が生じる場合の対応を明記しルール
化。

⚫ 協定書では、放課後児童クラブが放課後に使用するスペースや、子供の動線を図示して
明確にする工夫が行われている。

〔協定書における図のイメージ〕

ねりっこクラブで恒常的に使用する設備

ねりっこ学童クラブで恒常的に使用する設備

ねりっこクラブで日によって使用する設備

ねりっこクラブ児童の動線 職員が付き添って移動する動線 仕切り

※練馬区提供資料を参考に文部科学省において作成。図面は架空のもの。
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※ランチルームのタイムシェアの事例

可動式のランドセルロッカー
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